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〈研究ノー ト〉

取引所市場の構造変化

中央卸売市場流通の場合

鈴 木 芳 徳
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1)は じめ に

市場経済 にあっては,オ0ク ション ・システムがその基幹をな し,そ の中核 的部分を取引所機

構が担 うもの と考 えられている。一物一価の原則 とい う抽象的な原理 も,そ うした具体的な機構

によって基礎付 け られて初 めて実現 される。 しか し,現 在,取 引所機構その ものが構造 的な困難

に直面 してお り,価 格パ ラメー ター機構 の存立 の基礎が問われるに至 っている。

その不具合が最 も顕著 に,ま た国際的な規模 で生 じつつあるのが証券取引所 における手数料 自

由化 をめ ぐる一連の問題群である。

問題の根源 は,取 引所外取引の可能性 の増大であ り,こ れが生 じてきた理由はとい うと,① 機

関化現象が生 じて,こ れが強力 な影響 を及ぼ しつつあること,② 情報化 が進展す る中で,取 引所

を超 えた諸問題が発生 しつつあること,③ 経済全体が国際化す る中で,諸 外国の市場を含めた市

場間競争の時代 に突入 したこ と,こ れ ら3点 を挙げることがで きよう。そ して,そ うした変化 を

踏 まえつつ,競 争原理 ・市場原理 ・プライスメカニズムの貫徹 の方策が問われているのである・

すなわち,問 題の根源にあるものは,現 代経済その ものの変容であ り,そ のことが伝統的な取

引所機構それ自体 に,新 たな角度か らする問題を提起 しているのである。上記の ような,① 機関

化,② 情報化,③ 国際化 とい う3点 か らす る問題提起 は,取 引所機構 を中核 的存在 とする市場機

構の将来 を占 うにあたって,看 過することので きない もの と考 えられ る。

(注)こ うした観点か らする証券取引所問題については,か ねて以下のような論策を試みてきている。

「金融 自由化 と成熟経済」(神 奈川大学大学院経済学研究科創立30周 年記念論文集 『現代経済の諸問題』

所収,平 成9年2月)

「ビッグ ・バンと到来する市場の時代」(『熊本学園大学経済論集』,第5巻3・4合 併号,平 成11年3月)
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「金融 ビッグ ・バ ンとオープン ・マーケッ ト」(日 本学術会議 『金融 ビッグ ・バ ンの根底にあるもの』平成

11年12月)

「成熟経済 とオープン ・マーケット」(神 奈川大学 『商経論叢』第35巻3号,平 成12年1月)

「金融 システムの変貌と証券取引所」(杉 江雅彦編 『証券 ・金融市場の新 たなる展開』晃洋書房,平 成14

年12月)

「証券取引所の環境変化 とデ ミューチュアリゼーション」(『商経論叢』第38巻4号,平 成15年5月)

ところで現在,わ が国の中央卸売市場 は,数 々の問題 を抱 えているが,そ の最大の ものは,卸

売市場 を中心 とす る生鮮食料 品の需要主体 も供給主体 も大型化 して影響力 を強め,同 時に,卸 売
あいたい

市場でのセ リを通 さない直接 ・相対 による市場外取引が急増 し,市 場経 由率が低下 して きている

ことにある。

供給主体の側 についてい うと,農 協合併 による出荷団体の大型化が進 む一方(生 産 ・出荷構造

の大型化 問題),輸 入農産物が増大 し(加 工 品 ・半加工 品も含め),そ の流通が必ず しも取引所市

場 を経由 しないかたちの もの となっている。

需要主体 につ いていうと,食 品スーパー,コ ンビニエ ンスス トアな ど大口需要者の比重が高 ま
あいたい

り,こ れ らが生産者か ら直接 ・相対で買いつ けるケースが増加 して きている。 ここか ら,買 い手

の側のバ イングパワーが強 くなり,納 入業者への価格面 ・資金決済面 などでの圧力は強 くなる一

方 となっている。更に外 国資本 の 日本進出によ り,食 品流通そのものが国際化 してきている。

流通 ルー トの多様化 に伴 う取引所市場経 由率低下 により,従 来,全 国各地で価格指標 とされて

きた中央卸売市場 で形成 される価格 とは別に,多 様 な価格が各方面で形成 されるようになってき

ている。

こうした,取 引所市場経由率の低下,さ らには取扱金額の減少,代 金決済期 間の長期化 な どを

原因 として,取 引所取引 に参加する卸売業者(仲 卸業者 も含め)の 経営が悪化 し,財 務内容が劣

化 し,廃 業 ・合併 などが相次 ぎ,ま た卸売市場 の運営 の効率化,そ こでの委託手数料 の固定性か

らの脱却な どが議論の的になっている。
あいたい

か くて問題の根源にあるものは,産 地や小売の大型化であ り,こ れが直接 ・相対 の市場外取引
あいたい

を増加 させ,取 引所市場経由率 を低下 させていることである。そ して,こ れ ら市場外 での相対取

引による価格は必ず しも公開 されてい ない。

(注)東 京都は,平 成13年12月,「 東京都卸売市場整備計画(第7次)」 において築地市場の豊洲への移転

を決定,平 成15年5月 「豊洲新市場基本構想 東京か ら拓 く市場の新時代」を公表 した。その 「第1

章 新市場構想の意義」の冒頭に,市 場 を巡る環境変化について次のような認識が示 されているのは興味

深い。

「転換期にある卸売市場 これまで,卸 売市場 は生鮮食料品流通の中心的役割を担って きたが,① 流通

環境の変化への対応の遅れ,② 取扱量の減少,③ 市場 間格差の拡大等に直面 してお り,重 大な転換期を迎

えている。」

「卸売市場流通を巡る変化 グローバ リゼーションや情報通信技術の進歩等,社 会経済状況の変化 は生
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鮮食料品流通にも大 きな影響 を与えている。生鮮食料品の生産,流 通,小 売,消 費者のニーズ等,卸 売市

場を巡る環境は変化 してお り,新 たな市場づ くりが求められている。」

「卸売市場が目指すべき方向 これか らの卸売市場は,取 引規制や市場業者の許可制度,生 産者重視の

視点 といった,こ れまで卸売市場を支えて きた仕組みを見直 し,競 争原理の一層の導入や消費者か らの発

想 も重視 した仕組みとすべ きである。 さらに,適 正な受益者負担に基 く計画的 ・効率的な施設整備や,多

様な整備手法の導入など,市 場の活性化 を進めてい く必要がある。」

これよりさき,平 成14年4月8日 付 けの農林水産省告示 第959号 「食晶の流通部門の構造改善を図る

ための基本方針」において,「卸売市場機能高度化事業」が取 り上げられている。
●

上記の ような状 況はYか つて証券取引所が直面 した問題 と酷似 してお り,同 質類似 の問題パ

ター ンと思われる。

証券取引に関す る委託売買手数料 は,わ が国の場合,平 成4年1月 の証券取引審議会での固定

制見直 しの報告 に始 ま り,平 成6年4月 か ら売買代金10億 円 を超 える取引部分 について手数料

自由化,平 成10年4月 か らこれ を5千 万 円超の部分 と拡大,そ して平成11年10月 か ら完全 自

由化,と いう経過 をへ てきている。

すなわち,こ の問題が意味す るところは,市 場の取引主体(売 り手 ・買い手 ともに)に おける

変貌(機 関投資家の発達,法 人企業の金融的投資主体化な ど)が,従 来か らの取引所 システムで

は賄い きれない問題 を提起 しつつ ある,と い うこ とであ る。元 来9取 引所 市場 とい うシス テム

は,お よそ同等規模の個人取引者が大量 に集中されて取引す ることを暗黙 ・当然の前提 としてお

り,こ の前提 が変化 し,よ り大規模の取引者 が現れたときには,オ ークシ ョン ・システムの外部

で,時 にはこの従来型のオークション ・システムにおける価格形成にただ乗 りしなが ら(フ リー
あいたい

ライダー),直 接 ・相対での市場外取引 を行 うようになる。 この ことは,委 託売買手数料 の弾力

化 ・自由化,市 場 集中義務の撤廃,会 員業者の合併 ・廃業,取 引所組織 その ものの株 式会社化

(demutualizati・n),といった一連の変化 を促 してきた。 しか し取引所市場外 での取引 をも含 めた全

体 を包括す る新 たな価格形成 システムの編成 には到 っていないのが現状である。

こう した証券取引所 をめ ぐる問題が,卸 売市場においては,生 鮮 食料品の物流 とい う固有 の問

題 を抱 えているため,解 決はよ り難 しい もの となっている。 しか し課題には相似の部分が多 く,

根底 に 「市場構造の変貌」がある とい う意味では,併 せて検討す るに値する もの と考え られる。

2)わ が国における卸売市場の現状

わが 国 の卸売 市場 は,86の 中央 卸売 市場 と,約1400の 地 方卸 売市 場 とか ら成 って い る。

中央 卸売 市場(CentralWholesaleMarket)は,地 方 公 共 団体が 卸 売市場 法 に基づ き開設 す る もの

で あ る。 これ にた い して,地 方卸 売市 場(LocalWh。lesaleMarket)は,そ の規模 が 政 令 で定 め る規

模 以 上 の もの であ り,一 般 に中央 卸売 市場 に比べ て国 ・地 方公 共 団体 に よる規制 が 緩 く,ま た財

政 的支援 も少 ない 。 開設者 は,地 方公 共 団体 に限定 され ない。

現 在,中 央 卸 売 市場(卸 売業者数,243,仲 卸業者数,5,622,売 買参加者数,45,621)の 年 間取 扱 高
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は5兆1千 億円,地 方卸売市場(卸 売業者数,1,619,仲 卸業者数,2,468,売 買参加者数171,350)で4

兆2千 億 円程度の規模 になってお り,取 扱金額 は近年,減 少傾向 となっている。

ところで,青 果物 について市場経 由率(市 場経由量/総 流通量)を 見る と,昭 和50年 代以 降,低

下傾向にあ り,昭 和48年 度 に91%(ピ ーク時)で あったものが,平 成12年 度 には70%前 後 ま

で,す なわちピー ク時か らみ ると約2割 減,換 言すれば ピー ク時の約8割 まで低 下 して きてい

る。

中央卸売市場 における集荷状況 をみると,生 産者個人及び生産者任意組合か らの集荷の割合が

低下 し,商 社 や他市場か らの出荷割合が増加 している。この後者 における増加はr輸 入農産物の

増加,市 場間転送の増加 を内容 としている。

中央卸売市場 における集荷方法 には,委 託 と買付 とがある。原則 として委託 によるものとされ

ているが,一 定の場合 には買付に よることがで きる。買付 による場合 というの は,規 格 ・貯蔵性

を有 し,供 給事情が安定 している品 目の場合(例 えば,か ん しょ,ば れいしょ,か ぼちゃ,に ん
あいたい

じん等)で あって,そ の外,予 約相対取 引の場合 も買付が可能 とされ る。 これ らの中で,委 託の

占める割合は緩やかな漸減傾 向にある。

そ こで,中 央卸売市場 の仕組みについて,そ の根 幹部分 を見ておこう。第1図 は,簡 略化 した

概念図であ るか ら,若 干 の説明が必要である。

まず,中 央卸売市場の開設者 は地方公共団体である。例 えば東京都が 「東京都 中央卸売市場」

を開設 している。

次 に,出 荷 者 として は,図 では出荷 団体 として農協 を挙 げて いる。現在,農 産物 の6～7割

は,農 協 の出荷 に よる。出荷 団体 の ほか に,集 荷 業者(産 地仲買 人),輸 入業 者 も出荷 者で あ

る。

次に,中 央卸売市場 の市場 内業者 としては,卸 売業者,仲 卸業者,売 買参加者の3者 が ある。

卸売業者(wholesaler)は,一 方で集荷(受 託集荷が原則で,そ の他例外的 に自己の計算 による
あいたい

買付 集荷がある)を 行い,他 方 で販売(せ り売 り,入 札売 り,相 対取引)を 行 う。卸売業者の収

入の基本 は,「 委託者」(出 荷者)か ら徴収す る 「卸売手数料」であって,基 本的に次のような一

律 の料率 となっている。 この手数料率 は,卸 売市場法に基づ き,市 場 開設者である地方公共団体

(都道府県)が 定める。(参 照:東 京都 中央卸売市場条例 第82条,同 施行規則第63条)

すなわち現行の委託手数料率は,

野菜8.5%

果実7.0%

水 産物5.5%

食肉3.5%
か き

花卉9.5%

である。 この手数料率は,昭 和38年 「生鮮食料 品流通改善対策要綱」閣議決定の以前は,例 え
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第1図 中央卸売市場の仕組み(概 念図)

ば野菜について10%,果 実について8%,水 産物 について6%と されていたものが,上 記の閣

議決定以降,上 記料率 とな り,現 在 に至っている ものである。 また,卸 売業者の収入の うち,青

果で8割,水 産で3割 程度が 「卸売手数料」 となってい る。

仲卸業者(intermediatewh・lesaler)は,卸 売業者が行 う売買取引に参加 し,評 価機能 を発揮 しつ

つ,買 受 け,こ れを分荷す る。すなわち,中 央卸売市場 における価格形成は,基 本 的には,卸 売

業者の売 りに対 して,仲 卸業者 の買いによって行 われる。

売買参加者(auth・rizedbuyer)は,小 売商や加工業者な どであって,仲 卸業者 と同 じ資格 で売

買 に参加 できる ものである。

そこで,中 央卸売市場 における近年 の状況 について見 ると,仲 卸業者の仕入れは,当 該市場の

卸売業者か ら9割 程度,そ れ以外か らが1割 程度 となっている。 また,仲 卸業者の販売先 は,昭

和53年 度 と平成12年 度 とを比較する と,大 型小売店への販売が,青 果で3割 か ら4割,水 産で

2割 か ら4割 に増 えている。 また,中 央卸売市場の仲卸業者の代金 回収状況 をみると,青 果の場

合,一 一般小売店か らは15.71日,大 規模小売店か らは22.79日,水 産の場合,一 般小売店か らは

18.74日,大 規模小売店 か らは30.74日 とな ってお り,大 規模小 売店(ス ーパ ー,百 貨 店,生

協,集 団給食,問 屋 向けほか)か らの代 金回収期 間のほ うが長い ことが知 られている(平 成13

年度調査)。

中央卸売市場卸売業者の青果取扱高推移 をみると,平 成元年度に,25,579億 円であ った もの

が,平 成13年 度 には,21,565億 円 となってお り,ま たこれを同 じく水産 についてみる と,平 成
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元 年 度 に,33,131億 円 であ った ものが,平 成13年 度 に は,25,869億 円 と減少 傾 向 をた どって い

る。
あいたい

次 に,市 場 におけ る 「せ り」 と 「相対」の比率 につい てみ る と,「 せ り」の比率 が減 少 し,
あいたいあいたい

「相対 」 の比 率 が増加 して きてい る。 「相 対」 の場 合 の仲 卸 業者 か ら卸 売 業者へ の発注 は,取 引 の

前 日に行 われ る ものが7割 とな って い る。 い ま,中 央 卸 売 市場 の 青果 につ い て み る と,昭 和60

年 度 に 「せ り(入 札 を 含 む)」 が74.3%で あ っ た も の が,平 成11年 度,46.3%,平 成12年

度,34.3%,平 成13年 度,29.9%,と 減 少 して きて いる 。

(資料として,農 林水産省総合食料局 「卸売市場流通の現状 と課題」平成14年11月,及 び同流通課 「卸売

市場データ集」平成15年3月,を 利用 した。)

3)直 面する課題 とその意味

a)手 数料 自由化の流れ

現在,中 央卸売市場が直面する第一の問題は,農 協 な ど 「川上」(供 給側)の 大型化 と,量 販

店な ど 「川下」(需 要側)の バイイ ングパワー とに挟み撃 ちにあ っていることである。その こと

が,市 場外流通 を増加 させ,或 いは量販店 との問での決済サ イ トが長期化 して資金負担が増大

し,ひ いては市場 関係者の経営悪化 を結果 しているもの と考え られる。

い ま,若 干 を例示すると,「 川上」 のJA儂 協)な ど集出荷 団体は,そ の扱 い高が増加 するに

つれ,独 自の市場 開拓 ・市場選別戦略 を進め,出 荷先 の卸売業者を選別 し,原 則1市 場1社 の指

定卸売業者への集約 をはかっている。 「川下」の大手量販店は,独 自の仕入れルー トを開拓 し,

また外食産業 には,ITを 利用 したネ ッ ト調達 をはかる動 きがある一方,産 地 を特定 し,JAと 交

渉 して栽培方法 ・荷姿を指定 し,安 定的な通年供給 を図って,定 時 ・定量 ・定品質 ・定価格での

継続 的取引に向か うもの もある。

こうして市場間競争,市 場外流通 との競争 は激化 しつつあ り,こ れに対処す る方策が問われて

いるのである。業者 の合併 ・廃業が進 むなかで,市 場改革 についての様 々の提案が な されてい

る。特 に,手 数料の固定制 を廃 し,自 由化 ない し弾力化す る方向が議論 の狙上 に上っている。

卸売手数料 の弾力化 に関 して,「 卸売市場競争力強化総合検討委員会」の 「中 間報告」(平 成

14年5月30日)は,論 点 を次のように整理 している。

「卸売手数料については,各 卸売市場の実情や卸売業者の卸売業務に係るコス トに応 じて,弾 力的に決定で

きるようにするか否かについては様々な意見がある。

卸売手数料 を弾力化すると,① 生産者の手数料引下げ圧力や卸売業者 間の過当競争によ り,卸 売業者の経営

悪化,倒 産 ・廃業が発生する,② 卸売業者は,採 算 を確保で きる商品の取引に傾向 し,採 算 に合 わない商品

は,実 質的に取引が制限されることとなる等により,生 産者にとって,販 路が限定されるとともに,生 鮮食料

品等の円滑な流通に支障が生 じるおそれがある,ま た,卸 売手数料 の設定を弾力化す る場合には,卸 売市場法

に基づ く各種規制等についても抜本的に見直す必要があるとする考え方がある。

一方で,卸 売手数料設定を弾力化することによ り,① 市場の実態や利用者のニーズに応 じた取引の工夫等
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サービスの充実を通 じて,市 場流通の魅力を高めることができる,② 卸売業者間の自由な競争 によ り,出 荷経

費の低減を通 じて流通コス トの低減 を促すことがで きる,③ 卸売業者が岬売業務 に係 るコス トに見合 った手数

料 を設定 し得 る途が開かれ,卸 売業者 の経営安定を図ることがで き得 るようになる等卸売市場の競争力の強

化,ひ いては,生 鮮食料品等の流通の効率化,高 度化が期待されるとする考え方がある。」(17-18頁)

こう した卸売手数料 の弾力化 を念頭 においての検討が進んでいる背 景は,先 に も触れ た よう

に,取 引拡大 にともない大規模 出荷 団体 ・量販店 などの影響力が強 くなって きているこ とが あ

る。

平成14年 の上記 「中間報告」 は,卸 売市場 関係者 にか な りの波紋 を投 げかけたが,直 ちに手

数料弾力化 には至 らなかった。す なわち 「農水省 は2000年 に手数料 自由化の方針 を打 ち出 した

が,業 界 の反発 を受け先送 りした」(日本経済新聞,平 成!5年4月25日)と い う経緯がある。

こうした ことを受け,2001年 か ら,新 たに研究会が設置 され,こ れに よ り平 成15年4月24

日,『 「食品流通 の効率化等 に関す る研究会」報告書』がまとめ られた。 この報告書はY手 数料の

自由化 を求める旨の結論の もの となってお り,数 年間の猶予 を設 けることが予測 される とはいう

ものの,こ こにおいて方向性 は明確 にされた もの と考 えられ る。

この報告書 は,「 卸売手数料の弾力化」の項 目で,次 のように述べている。

「①卸売業者が,出 荷者や買受人のニーズに応えて,取 引内容やサービスの多様化に即応 し,柔 軟な収益構

造 を実現するとともに,流 通実態に即応 し,卸 売市場流通が魅力ある発展 を図るためには,機 能 ・サービスに

見合 った手数料を弾力的に徴収できるようにすることが求められる。

② なお,そ の対応に当たっては,卸 売業者が手数料収入に大 きく依存 している実態 を踏 まえ,一 定期 間をか

けて進めることを検討する必要がある。 また,併 せて,業 務等に関す る規制の緩和,卸 売業者の合併等 の経営

対策を検討する必要がある。

③このため,卸 売手数料の弾力化については,準 備期間を設けた目標年次を明確に し,円 滑な移行ができる

ようする必要がある。

併せて,卸 売業者の経営革新や経営体質強化 を図 られるよう,合 併統合の促進,買 付集荷の弾力化等の卸売

市場の取引規制の見直 し等を行う必要がある。」

この手数料 自由化が進め られると,卸 売業者の経営 には改めて深刻 な影響 を及ぼす もの と考 え

られ,こ こか ら同報告書 は,卸 売業者の事業展 開をさらに可能 とす るため規制緩和策 を併せ検討

す る よう求めている。「商物 一致」規制の緩和 による 「商物分離」拡大 の可能性,「 受託拒否禁

止」規制の緩和問題等々,こ れまでの原理原則の大幅見直 しは避けて通れない もの と思われる。

b)規 制緩和への流れ

先に触 れた平 成14年5月30日 の 「卸売市場競争力 強化検討委員会」の 「中 間報告」の際 に

は,市 場関係者 にとっては手数料 自由化 は,な お 「唐突」 との印象拭いがたいものがあ り,反 対

意見 を表明す る向きが多 く,手 数料 自由化へ の動 きは一旦頓挫 したかに見 えた。 「唐突」 との印

象 は,市 場 関係者 における環境変化への認識 と備 えがい まだ充分で なか ったことによる部分 もあ
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ろうが,そ れ以上 に,「 手数料 自由化」 と併せ行 われ るべ き 「規制緩和措置」 の具体化 に向けて

の検討がなお残 されていた ことによるもの と考 えられる。

時 間的には遡 ることになるが,平 成12年 の 「食品流通審議会卸 売市場部会第1回 ヒア リング

(6月22日)に おける発言要 旨」 の記録か ら,二 三の発言を例示 してみ よう。各団体 の手数料 自

由化問題への一・般的な受け止め方が知 られる。

全国中央市場青果卸売協会

①手数料の自由化は,現 状のまま行われると卸売会社の経営対応能力 を超え,そ の倒産が続出す

る。そればかりでなく,生 鮮食料品流通に多大の混乱をもたらし,産 地,小 売店,消 費者等に大

きな損失を与えることになる。

②現行の卸売手数料は中央卸売市場の存立基盤 となっている様々な仕組みと密接に関係 している

卸売市場の根幹 ともいうべ き制度 ・仕組みであ り,委 託売買手数料を見直すのであれば,手 数料

と密接に関連す る様々な制度 ・仕組みについて も見直し,手 数料見直 しの環境条件の整備 をまず

行 うべ きである。

③卸売手数料については,中 央卸売市場の卸売業者が受けている様々な規制,受 託拒否 ・差別的

扱いの禁止,ま た仲卸業者 との垣根の問題,兼 業 ・支配会社の届出規制,さ らには中央 ・地方卸

売市場の枠組み等について見直すなど環境条件を先行 して(少 な くとも同時に)整 備すべ きであ

る。

④(略)

全国中央市場水産卸協会

①卸売手数料の自由化は中央卸売市場の本来的機能を阻害するものであり,委 託販売の原則の崩

壊につながる危険が大きく,市 場の様 々な機能が損なわれることにより,出 荷者,購 入業者,消

費者に重大な影響を及ぼす とともに,卸 売市場そのものの存在意義を問われることになる。

②(略)

③以上のことから,卸 売手数料の自由化に強 く反対するものである。

長野県経済事業農業共同組合連合会

①手数料 は開設者により上限を定め,手 数料は取引の形態により卸の果たす機能 も様々であるの

だか ら,固 定手数料でなく卸の 自由とすべ きである。

②,③(略)

④市場の取引ルールは手数料 自由化同様にできるだけ自由とし,行 政は卸売業者の経営指導 ・監

督を強化すべ きである。

平成14年11月26日,全 国中央卸売市場協会は 「Advance7」 と題す る 「市場 システム改革の

7つ の提言」を発表 した。そ こでは 「卸売手数料 問題については,市 場 システム改革 の一つでは

あるが,ま ず規制緩和 な どの市場改革 を進 めた うえで,そ の内容や導入時期等 について検討する

ことが望 ましい」 とされ,現 在の卸売市場 システムが 「様 々な規制の上で運営 されてお り,時 代

の変化 に即応で きていない」 もの となっていることに注 目している。 この 「提言」が求めるとこ

ろは,最 終的には卸売市場法 の改正 にまで至る根本的な性格の ものである。提言内容の若干 を紹

介 しよう。

提言の第1は,卸 売 業者 の 「買付集荷」(自 己の計算 に よる集荷)を よ り自由に行 える ように
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す ること,で ある。従来は,卸 売業者の買付 けは,原 則 として 「委託集荷」 によるべ きもの とさ

れ,「 買付集荷」は例外 的に 「特定物品」 についてのみ認め られた。 この ような規制がな されて

きた理 由は,「 買付集荷」 を大幅 に認め ると,需 給 の反映 としての価格形成 を歪め る場合が あ り

うると考え られたか らである。 しか し,「委託集荷のみでは,市 場 に必要 な生鮮食料品等 が集荷

できない市場が顕在化 している」のであって,消 費者の幅広いニーズに応 えるためには,多 種多

様 な品揃 えが求め られてお り,「卸売業者 に よる集荷方法の選択 をよ り弾力的 に行 えるようにす

る必要がある。」

加 えて,「 直荷引 き」に関す る規制の緩和措置が求め られている。現行で は,仲 卸業者が,卸

売業者以外の者か ら買受けることは禁止 されている。 しか し,出 荷 団体が大型化 し,卸 売市場 と

卸売業者が選別 される とい う事態の なかで,「 卸売業者 間で集荷力 に差が生 じ,卸 売市場 に よっ

て は直荷 引 きによらなけれ ば品揃 えが困難 となって きてい る状況 もみ られ,小 売商や消費者の

オーダー に対応で きなくなっている。」 ここに,従 来の卸売業者 と仲卸業者 との機能分化 による

市場秩序 を超 えた問題が提起 され るに至っている。

第2に,第 三者販売 に関する規制の緩和措置が求め られる。言いか えれば,市 場 間の転送等に

係 る規制 の緩和措置である。従来 は,卸 売業者が,仲 卸業者や売買参加者以外 の第三者 に卸売 り

す ることは,原 則的 に禁止 され て きた。 これは,売 り手 である卸売業 者 と買 い手 であ る仲卸業

者 ・売買参加者 とを対置することで,合 理的な価格形成 を実現 しようとしたことによる。

第3に,い わゆる 「商物一致」原則の緩和 が求め られ る。従来は,卸 売業者に対 し 「現 に市場

内に存在する もの」以外の卸売 りを禁止 して きた。 これ は,現 物 を 目の前 に置 くのでなければ正

しい評価がで きに くい というこ と,公 開かつ集中的に取引が行われることが公正 を保つのに重要

とされた ことに よっている。 しか し今や,「 卸 売業者がITな どに よる物流 の効率化 を図れる よ

う,積 極 的に場外保管場所 を活用 した取引を進めてい く必要があ る。」

提言は,以 上の ほか,第4に,市 場 の 「開設区域」に関す る規制の緩和,第5に,市 場業者 に

一層の経営努力 を求めるための 「業務許可期 限の設定」,第6に,「 受託拒否禁止 に係る規制」の

見直 し,第7に,「 各種届 出等の簡素化」を求めてい る。

以上 を要す るに,こ の提言 は 「画一的な制度か ら」「柔軟で,よ り効率 的な制度」 に改めるこ

とを狙 い とす るものであって,卸 売市場法,農 林水産省令等 による規制 を緩やかな もの とし,卸

売市場 と関連業者の 自由度 を高める方 向性 のもの と捉 え られ よう。

(注)こ うした全体状況から,各 地の中央卸売市場では様々の改革が具体的に提起され模索 されつつある。

二三の例を掲げてお く。

地方の卸売市場では,東 京,大 阪の市場への取引の集中に対抗するために,そ れぞれの地域の枠 を越え

たインターネ ット取引を始める。岡山 ・広島 ・香川 ・愛媛の花卉市場 は 「瀬戸内ネット」を立ち上げた。

群馬 ・茨城 ・福島の花卉卸業者 は,「北関東コンソーシアム」 を新設 した。千葉県内4市 場 の卸業者は

「千葉バーチ ャルマーケッ ト」を開設 し,青 果のネ ット取引 を開始する。兵庫県内の青果市場 と参加者

は,「 ひょうご卸売市場協働ネットワーク推進協議会」 を立ち上げている。これ らはいずれ も,東 京 ・大
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阪の中央卸売市場に取引が集中することから,地 方市場の地盤が沈下 し,卸 売業者の中には経営破綻する

ものも現れてきていることに発 している。(日 本経済新 聞,平 成15年6月21日,朝 日新聞,平 成15年5

月14日)

横浜市は生鮮食料品の卸売市場の機能強化 を本格化する。 この背景には,横 浜市中央卸売市場の取扱金

額が,2001年 まで,水 産で5年 連続,青 果で3年 連続で減少 したことがある。(日 本経済新 聞,平 成15

年5月28日)こ うした 「卸売市場間の連携」 という新たな動 きの根源には,JAな ど出荷 団体 による卸売

市場の絞 り込み,大 手量販店などの本部仕入れなどによって,小 規模卸売市場の集荷力が低下 しつつある

実態がある。また,こ れとは別に,上 記の 「Advance7」 には,札 幌,仙 台,東 京,大 阪,神 戸,岡 山,

福岡の中央卸売市場 における,地 域の実情に応 じた開設者自らによる 「先進的取組み」の事例が掲げられ

ている。

お りしも,農 林水産省は,構 造特区内における株式会社の農業参入 を農地貸借に限定 してでは

あるが認 める方針 を打 ち出 している(日 本経済新聞,平 成15年5月11日)。 また,わ が国 には,農

業法人が約1万3千 社あ り(平 成12年2月 数字),商 社 ・メーカーなどがこれに出資す ることが

認め られている(上 限規制あ り)。 こう した農業法人の中 には既 に株 式会社 となっている もの も

ある。 これら農業法人 についての調査 による と,農 協や卸売市場への依存 よりも直接販売の方向

を望 む ものが多 い という(日 本経済新聞,平 成15年7月17日)。 農業 ビジネスの進展 とい う,こ の

流 れの行 く末を考えてみるに,供 給者 ・出荷者の側でのいっそ うの大規模化が直販 を志向するも

の となることが予想 される。

4)む すび

事実 としては,恐 らく,一 ・方での手数料率の段階的な自由化措置 と,他 方での規制緩和措置 と

が,表 裏一体のかたちで進んでゆ くもの と考 えられる。

市場経 由率の低下傾向 は,市 場経済機構 の根幹 をなす 「セ リ方式」(aucti・n)に よる価格形成

が危 うくなってゆ くことを意味する。取引所市場 における透明で合理的な価格形成 と,そ こでの

恒常的売買 とは,取 引所市場への売買取引の集中そのことを前提 とする ものであった。 しか し,

今,そ の前提 そのものが変化 しつつある。ほん らい公共的役割をもつ取引所市場 という機構 を相

対化 し,こ れに犠牲 を強いつつ,市 場経済は次の段階に進 もうとする。

取引所市場 を頂点 とする ピラミッ ド型 の価格形成機構 は,い まや水平化(flattening)に 向か い

拡散する。時代状況の変化 には抗いがたい ものがあるが,そ の軋みの中で払わ ざるをえない犠牲

を,ど うい うや り方で カバーすることがで きるか,そ れは関係業者 の浮沈 に関わるのみならず,

一国の市場機構の将来に関わる もの として厳 しく認識 される必要がある
。

補注=小 稿の資料部分は,農 林水産省の公式ホームページで公表されているものを多 く利用 してい

る。記 して謝意を表したい。


